
新報リポートセ
ミ
ナ
ー
は
、
在
バ
ン
ク
ー
バ
ー

総
領
事
館
と
隣
組
の
共
催
で
、

Ｂ
Ｃ
州
ロ
ー
ワ
ー
メ
イ
ン
ラ
ン
ド

雇
用
基
準
局
の
ロ
ッ
ド
・
ビ
ア
ン

チ
ー
ニ
所
長
を
招
い
て
行
わ
れ

た
。
開
始
に
あ
た
り
、
伊
藤
秀

樹
総
領
事
が
「
総
領
事
館
が
受

け
る
相
談
は
、
労
働
と
住
居
に

関
す
る
も
の
が
最
も
多
い
」
と

話
し
、「
Ｂ
Ｃ
州
労
働
基
準
法
の

概
要
が
分
か
れ
ば
回
避
で
き
る

こ
と
も
多
い
だ
ろ
う
」
と
、
開

催
の
目
的
を
説
明
し
た
。

Ｂ
Ｃ
州
の
労
働
基
準
法
の
適
用

対
象
と
な
る
の
は
、
法
律
で
定

め
ら
れ
た
『
被
雇
用
者
』
だ
。

た
だ
し
、
Ｂ
Ｃ
州
労
働
基
準
法

な
の
で
州
政
府
管
轄
で
あ
る
必

要
が
あ
る
。
ま
た
、
不
動
産
業

者
や
エ
ン
ジ
ニ
ア
な
ど
の
よ
う

に
、
労
働
基
準
法
の
適
用
外
の

職
業
も
あ
る
。

気
に
な
る
賃
金
に
関

す
る
規
定

賃
金
は
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
ス

タ
ッ
フ
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
会
議
、

移
動
時
間
、
オ
ン
コ
ー
ル
と
全
て

の
労
働
に
対
し
て
支
払
わ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
最
低
賃
金
以
上
を

カ
ナ
ダ
ド
ル
で
支
払
う
こ
と
が
定

め
ら
れ
て
い
る
。
移
動
時
間
や
オ

ン
コ
ー
ル
な
ど
も
支
払
わ
れ
る
の

で
、
ビ
ア
ン
チ
ー
ニ
所
長
は
「
記

録
を
つ
け
て
お
く
こ
と
が
重
要
」

と
ア
ド
バ
イ
ス
し
た
。

ト
レ
ー
ニ
ン
グ
に
も
支
払
う
必

要
が
あ
る
が
、
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ

や
プ
ラ
ク
テ
ィ
カ
ム
は
少
々
異
な

る
。「
学
校
が
関
係
す
る
イ
ン
タ
ー

ン
と
、
基
準
法
で
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ

は
多
少
、
違
い
ま
す
。
ケ
ー
ス
バ

イ
ケ
ー
ス
な
の
で
、
疑
問
が
あ
れ

ば
基
準
局
で
聞
い
て
く
だ
さ
い
」

セ
ミ
ナ
ー
出
席
者
か
ら
「
雇
用

10月29日、ダウンタウンにある在バンクーバー日本国総領事館に

おいて、BC州労働基準法セミナーが開催され、現在、BC州で就

労している人や求職中の人、雇用主、留学サポートセンターの担当

者など70人以上が集まった。

週
間
ご
と
か
、
あ
る
い
は
15
日
と

月
末
な
ど
。
雇
用
契
約
が
月
収
で

も
、
支
払
い
は
そ
の
月
収
に
応
じ

て
、
１
カ
月
に
２
回
行
う
。
解
雇

の
場
合
は
解
雇
か
ら
48
時
間
以

内
、
被
雇
用
者
が
自
分
か
ら
退
職

し
た
場
合
は
６
日
以
内
に
支
払
う
。

最
低
賃
金
は
ほ
と
ん
ど
の
場

合
、
時
給
８
ド
ル
だ
。
た
だ
し
、

給
与
支
払
い
を
伴
う
就
労
の
経
験

が
な
い
場
合
、
合
計
就
労
時
間
が

５
０
０
時
間
に
達
す
る
ま
で
時
給

６
ド
ル
。
５
０
０
時
間
に
は
、
カ

ナ
ダ
以
外
で
の
労
働
を
含
め
て

よ
い
。
サ
ラ
リ
ー
・
給
与
制
の

場
合
も
同
じ
で
、
例
え
ば
一
カ
月

１
５
０
０
ド
ル
、
２
０
０
時
間
で

は
時
給
8
ド
ル
に
達
し
て
い
な
い
。

契
約
時
に
時
間
数
ま
で
明
確
に
し

て
い
な
い
こ
と
も
あ
る
の
で
、
月

収
制
の
場
合
は
何
時
間
か
も
明
確

に
し
て
も
ら
お
う
。
ま
た
、
職
業

に
よ
っ
て
は
例
外
も
あ
る
。

控
除
や
休
憩
、
超
過

勤
務
手
当

給
与
か
ら
控
除
で
き
る
項
目
は

雇
用
保
険(

Ｅ
Ｉ)

、
カ
ナ
ダ
国
民

年
金(

Ｃ
Ｐ
Ｐ)

、
所
得
税
。
顧
客

の
食
べ
逃
げ
や
ガ
ソ
リ
ン
の
入
れ

逃
げ
、
レ
ジ
の
現
金
が
不
足
、
過

分
の
支
払
い
、
作
業
服
・
制
服
の

費
用
を
差
し
引
く
こ
と
は
で
き
な
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主
と
従
業
員
が
、
た
と
え
ば
時
間

外
手
当
は
な
し
で
契
約
時
に
合
意

し
て
い
た
場
合
は
ど
う
な
る
の
か
」

と
い
う
質
問
が
あ
っ
た
が
、
基
準

法
第
４
項
で
、
労
使
で
合
意
し
て

い
た
と
し
て
も
、
雇
用
主
は
基
準

法
を
守
る
と
定
め
て
あ
る
。
基
準

法
に
反
す
る
契
約
は
結
ぶ
こ
と
が

で
き
な
い
。

給
与
支
払
い
は
最
低
１
カ
月
に

２
回
、
給
与
期
間
最
終
日
か
ら
８

日
以
内
に
行
う
。
支
払
い
日
は
２

知っておくことでトラブル回避の可能性も

ＢＣ州の労働基準法

「第三者からの違反通報も受付けている」と話すビアンチーニ所長

セミナー開始にあたって挨拶をする伊藤総領事



い
。
チ
ッ
プ
は
基
準
法
の
上
で
の

賃
金
で
は
な
い
も
の
の
、
雇
用
主

が
被
雇
用
者
へ
の
チ
ッ
プ
を
ビ
ジ

ネ
ス
コ
ス
ト
に
使
用
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。

M
in

im
u

m
 D

a
ily

 H
o
u

rs

は
、
一
日
８
時
間
、
あ
る
い
は
８
時

間
以
下
の
勤
務
を
予
定
し
て
い
て
、

何
ら
か
の
理
由
で
業
務
が
発
生
し

な
く
な
っ
た
場
合
に
適
用
す
る
。

業
務
を
行
わ
な
く
て
も
、
８
時
間

以
内
ま
で
を
予
定
し
て
い
た
な
ら

２
時
間
分
、
８
時
間
を
超
え
て
予

定
が
あ
っ
た
な
ら
４
時
間
分
を
被

雇
用
者
に
支
払
う
。
た
だ
し
除
外

規
定
も
あ
り
、
雇
用
主
の
管
理
を

超
え
て
、
不
測
の
事
態
が
起
こ
っ

た
場
合
は
２
時
間
だ
。
被
雇
用
者

が
酩
酊
状
態
だ
っ
た
な
ど
、
会
社

や
Ｗ
Ｃ
Ｂ
（
労
災
補
償
）
の
方
針

に
違
反
し
て
い
た
場
合
は
、
実
働

に
基
づ
く
。

食
事
休
憩
と
し
て
５
時
間
以
上

継
続
し
て
働
か
な
い
よ
う
、
最
低

30
分
の
無
給
の
休
憩
時
間
が
与
え

ら
れ
る
。
食
事
休
憩
に
働
い
た
場

合
、
あ
る
い
は
直
接
的
も
し
く
は

間
接
的
に
雇
用
主
が
食
事
休
憩

中
、
仕
事
を
す
る
よ
う
求
め
る
場

合
、
賃
金
を
支
払
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
実
際
に
業
務
を
行
っ
た

か
は
関
係
な
い
。
重
要
な
の
は
雇

用
主
が
食
事
休
憩
中
に
、
職
場
に

い
る
よ
う
求
め
た
か
ど
う
か
に
な

る
。R

e
st B

re
a
k

と
し
て
、
シ

フ
ト
と
シ
フ
ト
の
間
は
連
続
し
て

８
時
間
空
け
て
、
１
週
間
の
う
ち

連
続
し
て
32
時
間
は
仕
事
を
し
な

い
で
休
息
時
間
が
与
え
ら
れ
る
こ

と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

　

超
過
勤
務
手
当
は
、
例
外
は

あ
る
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど
の
被
雇
用

者
に
適
用
さ
れ
る
。
勤
務
時
間
が

１
日
８
時
間
以
上
、
ま
た
は
週
40

時
間
を
超
え
た
場
合
、
基
本
賃
金

の
１
・
５
倍
、
１
日
12
時
間
を
超
え

る
と
、
12
時
間
以
降
は
基
本
賃
金

の
２
倍
だ
。
ま
た
、
各
週
、
連
続

し
て
32
時
間
の
休
息
時
間
が
与
え

ら
れ
ず
、
業
務
を
行
う
と
、
基
本

賃
金
の
１
・
５
倍
と
な
る
。

こ
の
超
過
勤
務
時
間
の
計
算
は

ま
ず
一
日
ご
と
に
見
る
。
た
と
え

ば
、
月
曜
12
時
間
、
火
曜
12
時
間
、

水
曜
10
時
間
、
木
曜
８
時
間
、
金

曜
８
時
間
勤
務
し
た
場
合
、
月
曜

と
火
曜
が
４
時
間
ず
つ
の
超
過
、

水
曜
が
２
時
間
で
10
時
間
分
、
基

本
給
の
１
・
５
倍
の
超
過
勤
務
手

当
を
受
け
る
。
そ
し
て
、
こ
の
人

が
土
曜
日
も
４
時
間
働
く
と
、
８

時
間
以
内
の
勤
務
で
あ
る
も
の
の
、

月
〜
金
曜
ま
で
に
既
に
40
時
間
働

い
て
い
る
の
で
、
４
時
間
分
は
１
・

５
倍
の
計
算
と
な
る
。
あ
る
い
は

月
曜
に
10
時
間
、
火
曜
に
６
時
間

働
い
た
場
合
も
、
２
日
で
16
時
間
、

２
で
割
っ
て
８
時
間
と
せ
ず
に
、

月
曜
は
２
時
間
の
超
過
な
の
で
１
・

５
倍
に
な
る
。

合
計
９
日
の
法
定
休
日

と
年
次
休
暇

Ｂ
Ｃ
州
の
法
定
休
日
は
元
旦
、

グ
ッ
ド
フ
ラ
イ
デ
ー
、
ビ
ク
ト
リ

ア
デ
ー
、
カ
ナ
ダ
デ
ー
、
Ｂ
Ｃ

デ
ー
、
レ
イ
バ
ー
デ
ー
、
サ
ン
ク

ス
ギ
ビ
ン
グ
、
リ
メ
ン
バ
ラ
ン
ス

デ
ー
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
合
計
９

日
だ
。
暦
で
30
日
間
以
上
雇
用

さ
れ
て
い
て
、
休
日
前
の
30
日

の
う
ち
15
日
以
上
勤
務
し
て
い

る
と
、
法
定
休
日
に
出
勤
し
な

く
て
も
、
法
定
休
日
手
当
と
し

て
平
均
日
給
が
支
払
わ
れ
る
。

そ
し
て
法
定
休
日
に
出
勤
し
た

場
合
は
12
時
間
ま
で
は
通
常

の
１
・
５
倍
、
12
時
間
以
上
は

２
倍
、
加
え
て
平
均
日
給
と
な

る
。
つ
ま
り
１
月
１
日
に
勤
務

し
て
法
定
休
日
手
当
を
受
け
る

に
は
、
暦
で
30
日
前
に
雇
用
さ
れ

て
い
て
、
こ
の
30
日
の
間
に
15
日

以
上
働
い
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
は
超
過
勤
務
、

法
定
休
日
手
当
の
適
用
外
だ
。
マ

ネ
ー
ジ
ャ
ー
の
定
義
は
、
監
督
、

指
導
、
人
材
な
ど
雇
用
関
係
の

責
任
を
持
つ
人
か
、
会
社
や
組
織

の
重
役
だ
。
ス
ー
パ
ー
バ
イ
ザ
ー

は
労
働
基
準
法
に
お
け
る
マ
ネ
ー

ジ
ャ
ー
に
は
当
た
ら
な
い
。

連
続
し
て
12
カ
月
以
上
雇
用
さ

れ
た
後
は
、
１
年
間
に
２
週
間
以

上
、
５
年
連
続
し
て
勤
務
す
る
と

３
週
間
以
上
の
年
次
休
暇
の
権
利

を
持
つ
。
年
次
休
暇
手
当
は
、
雇

用
後
暦
上
５
日
を
経
過
す
る
と
発

生
。
暦
で
５
日
を
経
過
す
る
と
４
％

以
上
、
連
続
し
て
５
年
以
上
は
６
％

以
上
で
計
算
。

解
雇
の
際
に
は
雇
用
主
は
規
則

を
守
る
必
要
が
あ
り
、
労
基
法
で

は
書
面
で
の
通
知
か
解
雇
手
当
が

求
め
ら
れ
る
。
手
当
は
雇
用
期
間

連
続
で
３
カ
月
だ
と
１
週
間
の
手

当
か
書
面
で
の
通
知
、
12
カ
月
だ

と
２
週
間
の
手
当
か
２
週
間
の
通

知
、
連
続
３
年
間
ま
で
は
３
週
間

の
手
当
か
通
知
、
そ
し
て
連
続
し

て
３
年
以
上
勤
務
す
る
と
、
３
週

間
の
手
当
か
通
知
に
加
え
て
、
１

年
増
え
る
ご
と
に
１
週
間
分
を
加

算
。
た
だ
し
最
高
で
８
週
分
だ
。

雇
用
主
側
に
正
当
な
理
由
が
あ
る

と
き
、
辞
職
、
退
職
、
一
時
的
な

解
雇
な
ど
で
は
、
解
雇
手
当
は
必

要
な
い
。

新
し
い
職
場
で
は
、
勤
務
時
間

の
記
録
、
給
与
明
細
書
の
コ
ピ
ー
、

雇
用
主
と
の
文
書
で
の
や
り
取
り

の
コ
ピ
ー
を
保
管
し
て
お
く
。
何

度
も
ビ
ア
ン
チ
ー
ニ
所
長
が
出
席

者
に
言
っ
た
の
は
、
自
己
責
任
で

『
記
録
を
保
管
し
て
お
く
こ
と
』
だ
。

そ
の
ほ
か
、
労
働
に
関
す
る
法
律

を
理
解
し
て
お
く
こ
と
、
雇
用
主

に
質
問
、
ま
た
上
手
に
交
渉
、
対

応
す
る
よ
う
心
が
け
る
こ
と
だ
。

紛
争
の
際
の
最
初
の
ス
テ
ッ
プ

は
セ
ル
フ
ヘ
ル
プ
キ
ッ
ト
。
そ
れ

で
も
解
決
し
な
い
場
合
は
、
仲

裁
、
裁
定
、
調
査
、
判
定
、
控

訴
の
順
で
行
わ
れ
る
。
不
服
申

し
立
て
で
気
を
つ
け
る
必
要
が
あ

る
の
は
、
申
し
立
て
を
す
る
の
に

６
カ
月
と
い
う
期
限
が
あ
る
こ
と

だ
。
ま
た
賃
金
徴
収
も
最
終
勤

務
日
か
ら
６
カ
月
、
ま
た
は
現
在

も
勤
務
し
て
い
る
場
合
に
は
不
服

申
し
立
て
か
ら
６
カ
月
だ
。
雇
用

主
が
労
働
基
準
法
に
違
反
し
て
い

る
と
、
罰
金
は
違
反
一
回
に
つ
き
、

初
回
は
５
０
０
ド
ル
、
２
度
目
は

２
５
０
０
ド
ル
、
３
度
目
は
１
万

ド
ル
だ
。    

（
取
材　

西
川
桂
子
）

労働基準局の連絡先は 

www.labour.gov.bc.ca/esb

通話料無料の情報ラインは

1-800-663-3316

通訳を務めた隣組の知保里さん
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